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四 福祉事務所長

上 記 審 査 請 求 人 が ら 平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日 付 け で 提 起 さ れ た 処 分 庁 が 平 成 ２ ２ 年 ９ 月
･’　　　　　　　　 ●’ ●　　　　　　　　･●　　　　　　　　　　　１　　　　　　　１９ 日 付 け ２ ２ 佐 福 第 ３ ９ ８ 号 通 知 （以 下 「本 件 通 知 」 とい う 。） で し た 通 勤 用 自 動 車 否 認

及 び 燃 料 費 等 を 就 労 収 入 か ら控 除 し な い 理 由 に 対 す る 審 査 請 求 （以 下 「本 件 審 査 請 求 」 と

い｡う 。） にづ い て 、 次 の と お り裁 決 す る 。　　 十　　 ご　　　　 ／　　　　　　　　 ’

Ｉ　　 卜　　　　　 卜　　　　 主 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥
文　　　

．
プ　　

イ　　
＼

処 分 庁 の 審 査 請 求 人 に 対 し て し た 、 保 護 停 止 決 定 処 分 （ 別 紙 処 分 目 録 ４ ） を 取 り 消 す ．
■　　　 ■　　　Ｉ　　Ｉ　　　　　 ●　　　　¶　　　　●

保 護 変 更 決 定 処 分j （別 紙 処 分 目 録 ２ 及 び ３ ） に 係 る 審 奪 請 求 は 、 こ れ を 却 下 す る ．

■　ｊ ●　　
． ●　　・　　　　　　　　　　　　　　 ．‥ ‥‥へ　　　　 ’　　　　 理. ・

・.･･　..　　･
由　　　　　　　　 ン　 ノ ¨

第 ：レ 審 査 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由　　 ．ノ ∇　 ．・ ．．･．･･．　　 ．･　　　 ．・　　･･･ ．･．　･．
●　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　「　　　　　　 ■　　　． ■　Ｉ　　　　　　　　　　．１　 審 査 請 求 の 趣 旨　　　　　　　　 ○ ≒　　　 △　　 、． ヽ ＼

本 件 審 査 請 求 は 、 処 分 庁Tで あ る㎜ 福祉 事 務 所 長 が審 査 請 求 人.（以 下 「請 求 人 」 と い

こ う ．） にし た 平 成 ２ ２年 ７月 ７ 日 か ら8. 月 ５ 日 ま で に 行っ た 皋 活 保 護法 （昭 和2･5 年 法 律

第 １４ ４号 ）.にJ基 づ く 処 分ﾉ（ 内 容は 、.別 胝 鑷 分 目 録 記 載 の と お り．/以 下 、「本 件 処 分 １ 」、

口 「本 件 処 分 ２」、･「本 件 処 分 ３」、「本 件 処 分 ４ 」 と い う ．） に お い て 通 勤 用 自 動 車 保 有 を 否
丶　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　1　　11　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
認 じ 通 勤 に 要 し た 燃 料 費 等 を 就 労 収 入 か ら 控 除 し な か っ た こ と を 不 服 とし て 提 起 さ れ た

’.も の で あ る､． 、． ∠　　　　　･･ ．･･ ．　．・　　　　　･･･ ．．　・．・　　　　　　　　　　　　 ．･･

２　 審 査 請 求 の 理 由 －　　　 ∠　 ．・．　・ ．･･　．･＼ ｀･･．･．　　　 ．･　　　 ・ ．．･Ｉ．
・　　･･

．･
． 、本 件 審 査 請 求 の 理 由 は ご 要す るlご次 の と お り で 画 り、請 求 人 は 、‘この 点 か ら. 本 件 通 知

は 違 法 又 は 不 当 で あ る と主 張 し て い る も の と 解 さ れ る ． ．　　 ／ ‥　 一　　　 ヶ

請 求 人 は 、 本 件 処 分 ２ 及 び3. に 対.し て 、就 労 収 入 か ら通 勤 に 使 用 し た 自動 車 の 燃 料 費 等

を 控 除 す る よ う 求 め だ が､lj処 分 庁 は 、 就 労 収 入 が 自 動 専 維 持 費 を 大 き く 上 回 っ て い な い と

判 斷 しi 自 動 車 の 保 有 及 び 就 労 収 入 か ら 燃 料 費 等 の 控 除を 認 め な か っ た ．゙．　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　丶　　　　　■　　　　　Ｉ　　　　　　　　　・　　　　 ●
･こ れ に対 し 、.諳 求 人 は 、就 労 し た会 社 は 自宅 か ら 遠 距 離 で交 通 機 関 の 便 が 悪 い ご と か ら 、
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｉ　・

収 入 を得 る た め に 自動 車 を 通勤 に 使 用 し た も の で 、そ の必 要 経 費 で あ る 燃 料 費 等 を 収 入 か

●　　　　　・　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　Ｗ　　　　　　　　　　・ら 控 除 しな い の は 違 法 又 は 不 当 で あ る と い う も の で あ る．／　　　　　 ソ　　　　 … ……
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当 庁 の 認 定 事 実 及 び 判 断 ．･･．．･･．・･ ．・　　　　　　 ．・･･ ．ミ ＼　　　　 ▽
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.･　　● ●　　　　　　　　,･丶　　　　　　　

．
認 定 事 実　 ベ　　　　　　　　　　　 レ　 ＼ ‘　　　 ’　　　　 ＼　　 Ｉ

･調 査 し た と ころ ， 次 の事 実が 認 め られ る ． 上　　　　
‥ ‥　‥‥

り.:） 請求 人 は,上平 成 ２ ２ 年 ふ月 ７ 日付 け で 保 護 開 始 申 請 書を 処 分庁 へ 提 出 し た こ と ，

ク



(2). 処 分 庁 は 、･平 成 ２ ２ 年 ５ 月i,9 日 に 新 規 ヶ － ス 診 断 会 議 を 開 催 し 、 計 画 的 な 消 費 生

活 を 営 む 努 力 を せ ず ご 資 産 活 用 の 要 件 を 欠 く た め 保 護 適 用 は 適 当 で な い と 判 断 し 、.保
・　　　 ■　　　　　　　　　　　 －　　　　　　　　　　 Ｉ　． １　　　　　・　　、　　　　　・　　●　・
護 申 請 を 却 下 す る こ と 在 決 定 し だ こ と ． ．

．･．　　・ ．・　　　 ．．　．・･ ．・･･･　･ ．．　　　････

（ ３ ） 処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対 し 平 成 ２ ２ 年.5 月2 （j 日 付 け 保 護 申 請 却 下 通 知 書 を 作 成 し た

１　　　 ・　　　　 Ｉ　　　　　　　 ・　　・ ●　　●Ｉ●　・　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　 ・　・こ と ．　　　　 ‘’　　　　　　　 ／ …… Ｊ
．、 ’　

＼　　　　　･･
．･･ ．　　

・
・　　　　　　 ． ．･･

そ の 通 知 書 の 却 下 理 由 に は 、 「生 活 保 護 運 用 上 不 適 当 の 者 と 判 断 し た た め 、 申 請 を 却 下

し ま す ．卜 と 記 載 さ れ て い た こ と ．　 ……J　.　　　　 ミ　　　･･ ・ ．・　
．･　 ．　．･

（ ４ ） 諳 求 人 は 、 こ れ を 不 服 と し て 平 成 ２ ２ 年 ５ 月･2 1 日 付 け で 審 査 請 求 を 提 起 し た こ

●　
、　　●　Ｉ　 ■　　 ■ ●　　Ｉ　　　　　　

、　
●ＩＩ　・ ●●　．㎜　　　　　　　　　　　　　　 ●　･●●　　■ａ　｜　　・と ．　 ∧　 ．

．　　 ’／　　　　 ・　 匸
ｊ　　　　　　　　　 ’　　　　　 ． ’・

（ ５ ） 審 査 庁 楹i 平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ２ ９ 日 付 け で 行 政 不 服 審 査 法 第 ４ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 を 適 ｀

用して、処分庁の保護申請却下決定処分を取り消したこと。
（６）処分庁は、前記（５）の取り消しを受け、保護の再判定のだめ請求人から ５ 月、６

■　　　●　　Ｉ　　　　　　●月分 の収入申告書を受領したごと．そして、.そ の収入申告書には次のとおり記載されて

いたこと．’　　　　　　　　 ・　　　．････．．　．・　　　　　　　　　　　　　　・．
]/　働いて得た収入 ５月分; ㎜ 円（ ６月分；㎜ 円
２　 恩 給 ・年 金 等 に よ る 収 入　　 障 害 年 金 ；㎜ 円　　　　　　 ／　　 ◇

( ７) 処 分 庁 は 、 平 成 ２ ２ 年 ７ 月々 日付 け で 本 件 処 分 １ を し た こ と い そ し て そ の 扶 助
・　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　．■　　　　　　　　　■　　 丶額 決 定 に 当 た っ て 障 害 年 金 及 び 就 労 収 入 は 収 入 充 当 し て い な い こ と ．／　 Ｊ=‘… … ………

( ８) 処 分 庁 は4 同 日 付でu 前 記( Ｑ) の 収 入 申 告 に基 づ き 本 件 処 分 ２ を し た こ と ． 、
そ の 扶 助 額 決定 に 当 た っ て レ5 月 分 の 障 害 年 龠 ㎜ 円 と 目 雇 収 入 四 円か ら 基

礎 控 除11,  100 円 を 差 し 引 い 夲 ｍ 円 の 合 計 ㎜ 内 を 収 入 充 当 し た ご と ．二　 し

( ９) ≒処 分 庁 ぽ 、 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 １ ２ 日 付 け で 、 前 記( ０･ の 収 入 申 告 に 基 づ き 本 件
・　　　　　　　　■　　　Ｘ　、　　・　　 ●　　　　　●Ｉｌｉ　・　　　　　　　．･．　 ●舛 分 ３ を し たi= と･・ 尹 の 扶 肺 額 決 定 に 当 た う 七 √ ６ 月 分 φ 障 害 牟 齔 ＝ 円 とj日 雇

･≒ 収 入 ㎜ 円 か ら基 礎 控 除12,470 円 を 差 し 引 い た 四' 円 の 合 計 ㎜ 円 を 収 入 充]

十当 し た こ と ．-そ の 結 果 、'本 人 支 払 ㎜ 円 が 発 生 し た と と．･.　‥ ‥‥‥‥　 ‥､ ‥ ‥
(10) 処 分 庁 は1、 平 成 ２ ２ 年ｱ 月､１ ２ 日 に 請 求 人 弓)求 め に 瘁 じ 自宅 を 訪 問 いだ こ と ． コ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●i ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■･I請 求 人 め 支 援 者 が 同 席 す 名 中 で 、5' 月=岌 び ６ 月 め 収 入 か ち 連 動 に お け る 燃 料 費 分 を'．

控 除 し た 収 入 認 定 を し て ほ し い 旨 め 要 望 が あ っ た こと6　 ‥ ‥ ‥‥ フ
ェ ハ　 △　 二

(11) 処 分 庁 は 、..平 成 ２ ２ 年 ７ 月 １ ３ 日 に 請 求 人 か ら自 動 車 に 係 る 燃 料 費 、･維 持 費 に、　
●　　　　　Ｉ ●●－　｜　　　　　　　 ●･　　　'　　　　　　　１　．　　　Ｉ　　 ．．　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●　　　　　　　　　・　　　　　　　 、ゾ　つ い て の 概 算 書 を 受 領 し た こ とj そ し て そ こ に は 次 の こ と が 記 載 さ れ て い た こ と ．

① 燃 料 茸･■Hp/ 月 ヽ
② 自 動 車 聊 甲 円/ 月

ヽ･③ 任 意 保 険 料 ㎜j 円/ 月
ヽ
劬 車 検 費

●　　■　　l　　　i● ｜　丶　　　　　　　　●　　　　■　　
．

疳 ㎜ 円/ 月 、'⑤ タ イ ヤ 代 皿 円 ｽ月゙; ⑥ そ の 鶻 諸 費 用 四 円/ 月 、 ⑦ 計 ㎜ 円/
■_　　●皿　　　　　　　　●　

・　　　　中　` 　二_~ 　　＿.　` 　､.し'　　:.　　　　　　 －‥ 〃
月ヽ弗･ ㎜ ヽ/－!)J

㎜　　 ●　　　　　　　　　　　 ●　　　　 ●　　 ■-¶¬　　　I　　　　I ●､　l(12) 処 分 庁 昧 、 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 １ ４ 則 ごケ ー ス 診 断 会 議 を 開 催 し て 、 「 生 活 保 護 法 に
・　　　　　　　･･　　　　 ・･ Ｉ　¶　　　　 ●　Ｊ　　・　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　 Ｉよ る 保 隋 の 実 施 聾 領 印 取 扱 い に つ い て 」

こ
（ 厚 生 労 働 省 社 会. ’援 護 局 保 護 課 長 通 知 ） 問‘

●．　　 ●　　　・　　　　　 ゜　　　Ｉ　’　　　　 ●　　　　　　　　　 ．Ｉ　Ｉ　　　　　　　　　
●゚Ｉ　　Ｉ●　　　●･（第 ３ の ９ ） 「通 勤 用 自 動 車 保 有 」= の （ ４ ） の 条 件 に つ い て は √ 請 求 人 の 就 労 収 入 が

・　　 ●　　　　　I　　　　　I　　l　､I ●　　 ●　●　　　　　　　　　　　　　 ●　　　●.･I　　　　　　　I●自 動 車 の 維 持 費 を 大 き く 上 回 っ で い な い. も（か と 判 断 し て √ 所 有 を 否 認 レ 併 せ で 収

入 か ら 燃 料 費 、 諭 持 費 の 控 除 も 認 め な い こ と を 決 走 し た こ と ノ･ ．　．･･･　 ．・　　･･

●　　●　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　 Ｉ　ｌ　　　 ●　・　　　　　　　 ●
(13)" 処 分 庁 は 、 平 成2･2 年 ７ 月 １ β 一日 に 單 求 人 と 面 接 し て 、. 前 記 （ 即 ） の 嵳 望 に 対

し て 書 面 を も っ て 前 記 （12 ） の 結 果 を 伝 え た こ と ． そ の 書 面 に は 次 の こ と が 記 載 き

れ て い た こ と ．･ レ　 ‥ ‥ ‥‥ ‥ ‥
‥i
‥ ‥

‥ ‥ ‥ ‥　 ‥ ‥‥’:.　　　　　 二　　 、
” 先 日 べ ７ 月 １ ２ 日 ） の 面 談 に お け 右 疑 義 に つ い て お 伝 え し ま す ．． ‥

‥ ‥ ‥‥
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１

＼１、 通勤におけ る燃料費控除について 、現 在福祉亊務所において は、㎜ 様は就

労 収入 が自動車 の藾 持費を大きく 上回 つていな いため、自動車の保有は認 めて おり｡｡
ませ んj よっで通勤による燃料費控除は認め られ ません。（以下省略）　　　　　 ノ∧

（14 ）処分庁は、平成２ ２年 ７月 ２ ７日に瞶求人より郵送提出された7 一月収入 の確定
………l

した収入申告書及び自動車粨有と燃料費控除を 求める 申請書 を受領した ごと。そレ づ
てそこには次のことが記載されて いた こと。　 ・

１ 「 収 入 申 告 書 」 中 の 合 計 欄 に ① 就 労 日 数 四 日 、 ② 収 入 額 ㎜ 円
、
∵ ③ 必 要

経 費 額 （ ガ ソ リ ン 代 ） ㎜ 円　　　 ご く　 ＼　 “ 十 ・　 ．
●　　Ｉ　　　　　　　　　 Ｉ　　 ● 

、　　．
２ ＼「 保 躋 変 更 申 請 書 」 中 の2 べ 通 勤 用 自 動 車 の 保 有 を 認 め で 自 動 車 の 維 持 費 及 び

／. ‘ ガ ソ リ ン 代 の 必 要 経 費 を 認 め て 下 さ い ン （ ５ ～ ７ 月 の 就 労 分 ）」　/　　　　　/

（15 ） 処 分 庁 は 、 前 記(14)  2 に 対 し て 平 成 ３ ２ 年 ７ 月 ２ ８ 日 付 け で 回 答 を 通 知 し た

こ と ． そ こ に は 次 の こ と が 記 載 さ れ て い た こ と ．　 卜　　 ＼　　 一　 １

■　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　●　　　　　　　　 Ｉ　　 ．　　　　　 ●　　　　・
濘 成2.2 年 ７ 月 ２ ４ 日 付 け の. 「 保 護 変 更 中 請 書 」 及 び 「 収 入 申 告 齒 」 に う い て ’（ 逼

知 ） の ３ ， 通 勤 用（?）､自 動 車 保 有 に つ い て 、　 ． ／　　　　　 ．･
．･．･ ．　　　　　 ・

・
’保 有 は 所 内 で 検 討 し た 結 果 、「 保 有 否 認 決 定 」 に よ っ て 燃 料 費 の 控 除 も 認 め な い こ

め こ と はH22.7.15 時 点 で 伝 え で あ ’り ま す ．

(16) 処 分 庁 は 二 平 成22 年 ８ 月 ５ 日 に 前 記(14)  10 収 入 申 告 書 に 基 づ き 本 件 処 分

●　　
１　　　　　　　　 ●　　　　　　 ●　　　　 ’　　　．　　・　・　　　　

Ｉ　　　Ｉ　　　　　　　 ●　●４ を 決 定 し た こ と ． そ し て 保 護 を 停 止 し た 根 拠 は 次 の と お り で あ っ た ご と ．

●●　､ ●　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　 ¶① 最 低 生 活 費 ㎜ 円 ∧（ 第 一 類 ㎜ 円 十 障 害 者 加 算 イ ㎜ 円 十 第 二 類

… …㎜ 円 十 住 宅 扶 助 〃 円 ）
ご　　　　 卜　　　　　

卜　　　　
ご　 ・

② 収 入 充 当 額 四･ 円 （ 就 労 収 入 ㎜ 円 （ 日 雇 畊 入 １ 円 一 控 除 額

（ 基 礎 控 除 １ 円 十 特 別 控 除 ㎜ 円 ）､ 十 障 害 年 金 ㎜ 円 ）

、 ③ 停 止 後 の 生 活 に 必 要 な 推 計 自 己 負 担 費 珀 ㎜ 円卜（ 国 保 税 四14 二推 計 医 療 費 自

●　　 ●　　　　　　　
・　　　　 ．　　・　・

●　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　●　　　　　　　 Ｉ
／　　 己 負 担 冊 円 ）II　　 ・　･.･･･.･　　　.. ・　. ・

・　　　　　　 ・　
・　　　

・　･.･.
■　　　　　　　　　 ●　　　　I　　.　　　 －　　●　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　 ．●　　　　　　　　 ●　　　・④ 要 否 判 定 ① － ②･ ＝本 人 支 払 額 ㎜ ’円 ＞ ③ 推 計 自 己 負 担 費 用 ㎜ 円

●　　　　　　　　　 ゜　　　 ．　　　　　　　　 Ｉ　　　Ｉ　　　　　 ■･
（１７） 請 求 人 と 支 援 者 は ． 平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ８ 日 に 処 分 庁 を 訪 れ 、 自 動 車 所 有 及 び 燃 料

●　　　 Ｉ　　　　　 ●　　　　　．Ｉ　　■　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　 ■　　Ｉ
ｼ 費 控 除 の 認 否 検 討 結 果 は 福 祉 事 務 所 長 印 が 押 さ れ 、 文 書 番 号 が 明 記. さ れ た 文 書 で 通

・　　　　　 丶　　　　　　　　　　　　　　　
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　Ｉ知 し て ほ し い 旨 の 要 望 を し た ご と ．二　 ＝　　　　　 ．　　　 卜

（18 ） 処 分 庁 は 、 前 記(17) の 要 望 に 対 し て 本 件 通 知 を 発 出 し. た こ と ． そ の 通 知 の 要
丶　　　　 ●　Ｉ･　　　　　　　　　　 ｌ　　　　　・　　・ ：　　　　　　　

’． ‘･　　　　　　　 ●　　　･ ．　　
．’

旨 は 次 の と お･ り で あ っ た こ 匕 匸　　 卜　　 ≒　 二　　　　　 く　　　
．　

＼
．

① 現 在（ｼ:）生 活 保 護 の 規 定 で は 生 活 用 具 と し て の 自 動 車 の 保 有 は 認 め ら れ て お り ま

廿 ん が 「 通 勤 用 の 車 」 に つ い て は 一 定 の 条 件 付 き で 認 め ら れ て い る 他 にﾚ 併 せ て 「 当

･該 勤 務 に 伴 う 収 入 が 自 動 車 の 維 持 費 を 大 膏 く 上 回 る こ と ．」 が 条 件 と さ れ て い ま す
．

回 答 の あ っ た 月 間 自 動 車 維 持 費 ㎜ 円 と ’5 月 分 及 び ６ 月 分 の 就 労 収 入 を 比 較 し て

み る と ．　 尚 ・ ＞　 ≒　　　 ．･．･･． ．　　　　　 ・　．．・　 ・ ．
．　 ・

．　･･　 ・ ．･　･･

※ ５ 月 就 労 収 入 め 場 合　 月 間 維 持 費 ㎜ 円 ＞5 月 就 労 収 入 － 円 の 基 礎 控 除･

ｎ,100 円 （ 基 礎 控 除 後 の 収 入 額 ㎜ 円 ） ／　
＼　　　　　 ダ　　　　　 づ ◇．　　●|　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　 ｒ　　　　　　　　　　　　　 ・

岷6 消 就 労 収 入 の 場 合　 月 間 維 持 費 ㎜ 円 ＞Q ）1就 労 収 入 ㎜ 円 の 基 礎 控 除

■　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　 丶●　l　　　　　　　　 ・12,470 円 （ 基 礎 控 除 後 の 収 入 額 －: 円 ） 匸 ：
‥
‥

‥‥
∧ ｀　　　

∧　 匸

１　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　 ・　　　　　　　 Ｉ　　　Ｉ
よ っ て 、 就 労 収 入 が 自 動 車 維 持 費 を 大 き く よ 回 っ て い な い と 判 断 し た た､ め 、 自 動

△車 の 所 有 及 び 就 労 収 入 か ら.の 燃 料 費 控 除 は 認 め ら れ な い こ とl を 決 定 し ま し た ． 今 後i

厂貴 殿 の 自 動 車 保 有 に つ い て は 就 労 状 況 に 応 じ 必 要 な 場 合 は 再 検 討 し ま す ．　　　
ご

ツ



２　･ 判 ．　　’断 卜　　　　 ・　　　　　　　 二　　 ◇　　 ．ノ ・　ヽ･．･．　　　　 ．･ ．　・　･･　　　　　　　･･　
・
．

｜　　 ．　　　 ●　　 ●　　■　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　 ・　　　　　 ●　　　●　　ｊ■　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　 ●　　　 ． ・　　　　　・ Ｉ　　 ÷　　　ｌ（ ｌ ）‘ ’ま ず 、 本 件 審 査 請 求 の 適 法 性 に つ い て み る ． ∧　　　　　 ’ 二　　　 卜

●　ＩＩ　　　　　　 ●　　　 ．!　●　　　　　　　　　　　 ●･　　・　　●　　 ●　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　 ●　、行 政 不 服 審 奪 法 （ 以 下 「 審 査 法 」 と い う ．」 第 希 条 第/1 項 に 規 定 す 弔 処 分 と は
、 行 政

卜　 庁 が 法 令 に 基 づ き 優 越 的 立 場 に お い 七 国 民 に 対 し て 権 利 を 設 定 し､･ 義 務 を 課･ し
、 そ の 他

卜･ 具 体 的 に 法 律 上 の 効 果 を 発 生 さ せ る 行 為 を い う と 解 さ れ で い る ． 保 護 に お い て は 、 開 始

却 下 √ 変 更 、 停 止 、 廃 止 及 び 費 用 返 還 決 定 が こ れ に あ た る ．　 ］

そ し て 、 審 査 法 第､14 条 第 １ 項 に よ れ ば 、づ 審 査 請 洳 ま 、y処 分 を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起
Ｉ　 ■　　 Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　・

算 し て ６ ０ 日 以 内 に い し な け れ ば な ら な い ．」 と 規 定 し て い る ．　　　　　　
∧゜　　　　　　　　　　　　 ｌ　　　 ｀　　　　　　　　 ●Ｉ㎜

（ ２ ）そ こ で √ こ れ を 本 件 に つ い て み る と 、 請 求 人 は 、 本 件 審 査 請 求 の 中T で 、 認 定 事 実､(18)

／ の 通 知 の 取 消 し 膏 求 め て い る が 、 当 該 通 知 は 請 求 人 に 対 し て 自 動 車 保 有 及 び 燃 料 費 等 控
●　　　　　　　　　 ．ｊ　　　　　　　　　 ｜　　　　　　　　　 ．

除 杏 認 の 根 拠 を 示 じ た に す ぎ ず √ 本 件 通 知 自 体 は 審 査 法 の 処 分 に は 当 た ら な い ．

脯 求 人 の 主 張 か ら 判 断 す る と 、 審 査 請 求 の 対 象 と な る 処 分 ば 本 件 処 分 １ か ら ４ で あ る ．

本 件 処 分 １ か ら ３ に つ い て は 、 認 定 事 実 （13 ） で 明 ら か な よ う に ７ 月15 日 ま で に は 処

分 内 容 及 び そ こ に 記 載 さ れ て い る 審 査 請 求 期 間 教 示 を 了 知 で き た か らﾐ 本 件 処 分 １ か ら

３ に 係 る 審 査 請 求 は ６ ０ 日 を 経 過 し て お り 、 審 査 法 第14 条 第 ユ 項 に 違 反 し て 不 適 法 で

あ る か ら 却 下 を 免 れ な い ．　　　 卜 卜　 ‥ ‥
‥ ｀　　　　　　

’　 ヘ　　　　　　　 ー

（ ３ ） 次 に･、 本 件 処 分 ４ はﾐ 審 査 請 求 期 間 内 で 適 法 で あ る か ら 、 こ れ に つ･ い て み る
。　　　 ｉＩ　　　 ●Ｉ ｜　・　　　　　１　　 １ｊ．･　　　　　　　　　　 ．;　　　　Ｉ　　　　 、　　　　　　　 ．　

●（ ４ ） 法 第 ４ 条 第 ｉ 項 に よ れ ば 、 「保 護 は 、 生 活 に 困 窮 す る’者 が 、 そ の 利 用 し 得 る 資 産
、 能 ぐ．　　　　 ・　　　　　

●　　　　　　　　　　　　　 舮　　　　 ゜ －　　　Ｉ　　　　　 僵　　　　　　　Ｉ　　　・　　　．气　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　 ・　　 ●　　　　●　　　 ｉ力 そ の 他 あ ら ゆ る も のﾖ を 、 そ の 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に 活 卅 す る こ と を 要 件 と し

ーて 行 わ れ る ．」 と さ れ 、 生 活 保 護 制 度 に お1け る 保 護 の 袿 足 性 に づ い て 定 め て い る ．
●　　　　　　　　　　　　 ・　　 ●●　　　　　　　　　 ■　　・　　 ●　　　　　　　　　　　 ・

（ ５ ） そ し て 、 法 第 β 条 に よ れ ば 、 こ れ は 「 と の 法 律 の 基 本 原 理 で あ づ て 、 ．こ の 法 律 の 解 釈

及 び 運 用 は 、 ず べ て こ の 原 騷 に 基 づ い て き れ な け れ 憾 な ら な いj と さ れ て い る
．・　　　　　　・　　　Ｆ　　　 ．

’（ ６ ）･ ま た 、 法 第ﾚ8 条 第 １ 項 に よ れ ば 、ノ「 保 護 は 、 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に よ り 測 定 し

ご た 要 保 護 者 の 需 要 を 基 と し 、 そ の う ち､ そ の 者 の 金 銭 文 は 物 品 で 満 た す こ と の で き な い

不 足 分 洫 補 う 程 度 に お い で 行 う も の と す る; 」 と さ れ て お り √ 同 条 第 ２ 瑣 の 規 定 に よ れ

Ｔ ’ば 、 「 前 項 の 基 準 は レ 要 保 護 者 の 年 齢 別 、 性 別 、≒ 世 帯 構 成 別 √ 所 在 地 域 別 そ の 他 保 護 の
●　　　　・　　　　　　　　 ｌ　、　　ｌ　　　 ●　　　　・　　　　　　　 ●　　　　　　　　　 ・　　　　　　 、種 類 に 応 じ て 必 要 な 事 情 を 考 慮 し た 最 低 限 度 の 生 活 の 需 要 を 満 た す に 十 分 な も め で あ

っ て 、 且 づ 、 こ れ を こ え な い も の で な け れ ば な ら な い ．」 と さ れ て い 乱　　　　　 匸

と れ は
、 生 活 保 護 制 度 に よ り 保 障 さ れ る べ き 最 低 限 度 の 乖 活 は ご 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め

●　・ ●　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　 ．　　　　　 ．　●　 ■Ｉ
ノ だ 法 に よ る 基 準 （昭 和 ３ ８ 年 厚 生 省 告 示 第 １ ５ ８ 号 ． 以 下 √「 保 護 の 基 準 」 と い う ．） に

ダ　 よ っ て 、 要 保 護 者 各 列 こつ い て 具 体 的 に 確 定 さ れ 、海 し て 、 そ の 保 護 の 程 度 は
、 保 護 の

ｌ　　　 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　●
基 準 に よ っ て 測 定 さ れ た 需 要 と 要 保 護 者 の 資 力 （ 収 入 ） と を 対 比 し 、 そ の 資 力 で 充 足 す

る ’こ と の で き な い 不 足 分 に つ い て さ れ る こ と を 定 め て い る も め で あ る ．　　　 卜■　　Ｉ　　　　　　 ・　’ ●、　●　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ　　　●
（ ７ ） さ ら に 、「生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 に つ い て 」［ 昭 和 ３ ６ 年 ４ 月 ］ﾐ日 付 け 厚 生

．　、●　　　　　　　　　　　 ・ ＩＩ　 ．　　
●　　　　　　 Ｉ ・　　　　 ●　・　　　　 ●

省 発 社 第/1 2 ’3 号 厚 生 事 務 次 官 通 知 ． 以 下 （次 官 通 知卜 と い う ．） は 、 保 護 の 褻 否 及 び

程 度 の 決 定 に つ い て 、 「 当 該 世 帯 に つ き 認 定 し た 最 低 生 活 費 と 、（ 中 略 ） 収 入 （ 以 下 「 収
．　 ●　　　　　　　　　　　 ｌ“　　　　 ｌ 、　　　●フ 入 充 当 額 」

づ
と い う ．） と の 対 比 に 亠 ｐヽ て 決 定 す る 七 と ．」 啅 」0 め 前 段 ）’と し √ 収 入 艢 の

＼ 認 定 は 、 「 月 額 に よ る こ と 丁 （ 第 ８ の ２ ） を 原 則 と し て い る ． 厂 、　　　 ”　 へ

ま た､. 次 官 通 知 は 、 収 入 の 認 定 指 針 に つ い て 、 「 官 公 署､ 」会 社 、
イ
（ 中 廸 ）、 又 は 日 雇 い

そ の 他 に よ り 就 労 収 入 を 得 て い る 者 に フ い. て ば 、 基 本 給 い 勤 務 地 手 当 、､家 族 手 当 及 び 超
ｌ　　　　･ Ｉ Ｉ　　　　　　　　　　 ’　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●過 勤 務 手 当 等 の 収 入 総 額 」（ 第8-3  (1) ア （ ア ）） を 認 定 し 、≒「 勤 労 収 入 を 得 る た め

匸f
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匸
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乱
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頌
口

○

こ

い
…………“‘

の 必 要 経 費 と し て は 、 基 礎 控 除.= 特 別 控 除 の ほ か 、 社 会 保 険 料 、 所 得 税 、 労 働 組 合 費 ．

ｌ　■　　．･通 勤 費 等 の 実 費 の 額 」 （ 同 上 （ イ ）） を 控 除 す る と し て い る ．

（8 ）. 一 方 、 「 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 の 取 扱 い に つ い て 」（ 昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 付
･ ●　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　 ｓけ 社 保 発 第 ３ ４ 号 厚 生 省 社 会 局 保 護 課 長 通 知 ． 以 下 「保 葭 課 長 」 と い う ．） 第 ３ の ９ に

Ｉ　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　・●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　 ●▽ よ れ ぱ 、「 公 共 交 通 機 関 が 著 し く 困 難 な 地 域 に あ る 勤 務 先 に 自 動 車 に よ り 通 勤 す る 場 合 」

り で 、 当 該 勤 労 に 伴 う 収 入 が 自 動 車 の 維 持 費 を 大 き く 上 回 る な ど の 条 件 を す べ て 満 た じ た

場 合 は 、 通 勤 用 自 動 車 の 保 有 が 認 め ら れ ご 保 有 が 認 め ら れ た 者 に つ い て は 、 燃 料 費 、 修

理 費 、.車 検 に 要 す る 費 用 、い自 動 車 損 害 賠 償 保 険 法 に 基 づ く 保 険 料 及 び 任 意 保 険 料
、` 自 動

･車 重 蚩 税 ・ 自 動 車 税 ・ 軽 自 動 車 税 、 自 動 車 運 転 免 許 の 更 新 費 用 等 の 必 要 最 小 限 度 の 額 を

必 要 経 費 と し て 控 除 し て 差 し つ か え な い 」 （ 第 ８ の ２ ） と さ れ て い る
．

（ ９ ） そ こ で √ こ れ を 本 件 に つ い て み る ． ∠　　　　　　　　･/　　　　　　　 ・　　/
:’

・　　　　　　　　　　　.　　　　　　　　　　
゜　　　･ ゜　 ゛ ; ｀　 ●処 分 庁 は､. 本 件 処 分 ４ を 決 定 す る に 当 た り 、 請 求 人 の 障 害 年 金 収 入 と ７ 月 就 労 収 入 実

９　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　 ’　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・
績 は 今 後 も 引 続 き 、収 入 充 当 額 が 最 低 生 活 費 を 継 続 し て 上 回 る と 判 断 し て √8 月 か ら １０ ｓ　　　　　　　　

●　●　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　 Ｉ ●　．二 月 ま で の ａ か 月 間 保 護 を 停 止 し たﾇE
）の で あ る が 、 認 定 事 実 （18 ） の 本 件 通 知 の 中 で も 、

就 労 状 況 に 応 じ 必 要 な 場 合 は 自 動 車 保 有 の 再 検 討 を す る と 明 記 し て い る に も か か わ

’ ら ず 、 保 護 を ３ か 月 停 止 す る ほ ど 就 労 収 入 が 増 加 し て い る 状 況 で も 、 通 勤 用 自 動 車
■　　　　 Ｉ　　嵋　　　　　　　　 ’　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　 ．

●保 有 認 否 の 検 討 は 行 っ て い な い ．･
、
／　　　　 Ｊ　 ＼

＝ そ こ で √ 認 定 事 実(14) に 基 づ き ７ 月 就 労 収 入 ㎜ 円 と 自 動 車 維 持 費 ㎜ 円 （ ７

月 申 告 ガ ソ リ ン 代 ㎜ 円 及 び 認 定 事 実（ｎ ）② か ら ⑥ 必 要 経 費 月 額 １ 円 ）を 比 較 レ

う7 み る と､. 就 労 収 入 が 自 痂 車 紲 持 費 夸 大 き くﾌ上 回 る と 鐓 わ ざ る= を え ず､ ｊ 月 か ら 通 勤 自ご

動 車 の 保 有 を 隶 認 す べ き で あ っ た
ｙ そ し て 、 ８ 月 分 の 扶 助 額 聚 決 定 す る に` 当 た

っ て は 、
゜.` 　¶　　　　　I　　　 丶．　　　１　●　　　　　　 、　　　　　　 ■　　　　　　 ・　　

●　　　　　　　　　　　 ’　
、

収 入 充 当 し て い る ７ 月 就 労 収 入 か ら 自 動 車 維 持 費 ｍ 円 を 必 要 経 費 と し て 控 除 し て
１　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ．　　　　　　 ．　１　　　　１　　　　　 １　　 ．　　　　　　 ．

決 定 す る の が 適 当 で あ る か. ら 、 認 定 事 実 （16 ） ④i 七 自 動 車 維 持 費 を 控 除 し て や り 直 す
・　　　 ●　Ｉ Ｉ　●　　　　　　　　　　　　　　 ．　・　　・　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　 ・ ．　●　・　　　　 、
と･ 、本 人 支 払 額 ㎜ 円 ＜ 推 計 自 己 負 担 費 用 四 円 と な､ り､ 保 護 を 停 止 す る 理 由 は な い

．`

よ っ て レ 本 件 処 分 ４ は 取 り 消 し を 免 れ な い も の で あ る ．卜　　　･････ ．　　　　 ・ ・　
・ ・

以上 のとおり、本件審査請求については、I主文のとおり裁決する。

平成２２年Ｊ １月 １１日
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こ の 裁 決 に 不 服 が あ る と き は ，
皐
（う 裁 決 が あ っ だ こ と, を 知 っ た 日 の 翌 白 かl ら 起 算 し て ３ ０ 日

●　　　 ●　　　　　　　　　 ｌ･　　　　　　 ．　　　　　　　 ●　　　　　　 ・ ｌ
以 内 に ， 厚 生 労 働 大 臣; に 対 し 再 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す6 （ な お

， 裁 決 が あ っ た こ と を．　　　　　　 Ｉ　　　　　　　
°　 丶　　　　 Ｉ　．　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　　　　　

●　　　　　 ¶
知･ つ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 で あ っ て も; 裁 決 が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年

を 経 過 す る と 再 審 査 請 求 を す る こ と が 吻 き な く な り ま す
．
）　　

．　 ヽ．　 し　　　　　 ‥

ま た ， こ の 裁 決 に つ い て は ， こ の 裁 決 が あ. つ た こ と を 知 つ 先 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以･
』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　 ♂　 ゜　 ・■　　　　　　　　　 ●　　　　　 Ｉ　　　　　　　　

●　　　　　　 ・　　　　 ●　　　　　 －　　　 Ｉ　　　 ｌ　　　　　 ｌ内 にi こ の 裁 決 の 前 提 と な る 決 定 を し た 汞 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 市 を 代 表 す と,者 は 市 長

と な り ま す ．） 決 定 の 取 消 し の 訴 え を ， あ･ る い は 県 を 被 告 と し て （ 訴 訟i こ お い て 県 を 代 表 す る

者 は 知 事 と な り ま す ．） こ の 裁 決 の 取 消 し の 訴 え 膏 提 起 す る こ と が で き ま す
．. ‥　

‥ ‥ ‥ ‥ ‥

μ



㎜　　・　Ｉ　　　㎜　　　　　　　　　　　　 ●｀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ”（な お 、 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 が ら 起 算･ し て ６ か 月 以 内 で あ っ て も 、 裁 決 が あ っ
だ 日 の 豐 日 か ら 起 算 し でi 年 を 経 過 す る と 決 定 及 び 裁 決 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で

●　■　　　●　　　　　　　　 ・　|●　　　●　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　Ｉ　　　　　　　　　　 ．　　　　・き な く な り ま す ．）　　 ／　　　　　　　　　 … … ・　･ ．･･　　　　　　　　　　　　･ ．　　　　･･

上記は謄本です｡･
平成２２年11 月１１日
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別紙

処 ………分 。万'目｡･ 録

l･ 保 護 （ 開 始 ） 決 定 通 知 書　 ヶ　　　　　 厂　　 匸

（JL ）’処 分 年 月 日　 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 ？ 日　 ダ　　 … … …

（ ２ ） 保 護 開 始 日　 平 成 ２ ２ 年 ５ 月 冫 日　　　　 ∧
土

（ ３ ） 扶 助 額　　　　　 ．　　　　　　　　　　 ・

ア　 生 活 扶 助 ’ ㎜ 円　 づ　　　　　　　　　　　 ノ

゛イ ∵ 住 宅 扶 助.･ ㎜ 円

（ ４ ） 開 始 の 理 由　　　　　 ’　　　　　　　 ミ　 ． レ､ 、
¢　　　･

●●　　
゜　　 ’

．’　　　　　　　 ．` 　　 Ｉ　：．．． Ｉ　　 ｆ　　　　　 ．
① 収 入 が 舞 く 、 生 活 に 困 っ て い る た めi 保 護 を 開 始 し ま すl

② 公 営 住 宅 家 賃 支 給 を 認 定 す る √････　　　　　　 ．・･ ．･．･

２　保護 （変更）決定通知　　　　 匸

０.）処分年月日　’平成22^7 がZ 日

（２）保護変更日　’平成２２年６月１日

（3 ）扶助額 二’　　 ▽　 二

〉 ア　生活扶助 二 ㎜ 円‥ ＼　 ダ

エ イ/ 住宅扶助　 ㎜ 円 … …

（4 ）変更の理由　 ご　　　　　 ヅ

収入認定による。
②日雇収入の認定に’よるぶ　フ　 ニ

３　保護（変更） 決定通知 ＝

（１）処分年月､日･ 平成２２年７月１２日
丶　　　　　　　　●　　　　　　　　Ｉ（２）保護変更日　平成２２年７月１日

（３）扶助額　　　　 ヅ　　　ヘ　　 ｉ

ア　 本人 支払額レ㎜ 円 … …

（４）変更の理由

日雇 収入の認定替えによるi　　　 白

４　保護＼（停止）決定通知　　　’廴　　　・　　　　　　　∧
（１）処分年月日し 平成212 年８月５日　ｙ　ソ　‥‥‥ ‥‥

（２）停止する期商　平成２２年挧 士日から単成２２年１０月り 日
（３）獰止の理由く　　　　　’　　　　ミ　　　　　 ヶ

就労収入の増加により最低生活費を上回ります袙でレ停正します。

侈


